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                                          三重県環境調整システム推進会議 会長 
                                                 
 
  令和５年２月８日付けで提出のあった環境配慮検討書について審議した結果は次のと
おりでしたので通知します。 

  

 対 象 事 業 の 名 称 一級河川雲出川水系（指定区間）河川整備計画 

 (1)調整事項 ・生活環境について 
・陸生生物・水生生物について 
・埋蔵文化財について 
 

 (2)調整の結果の内容 （生活環境について） 

・計画地沿いの一部に住居が隣接しているため、騒音や振動の抑
制に努めるなど、近隣の生活環境に配慮したうえで工事を実施
してください。 

 

（陸生生物・水生生物について） 

・施工にあたっては希少生物への影響が低減されるよう配慮する
とともに、施工後の植生回復に努めてください。 

 

（埋蔵文化財について） 

・埋蔵文化財包蔵地について、最新状況を確認してください。 
・埋蔵文化財包蔵地内での土木工事は、文化財保護法第９４条の規定に

よる通知届が必要です。また、工事前の発掘調査等については、三重
県埋蔵文化財センターと協議してください。 

 

 

 (3)備考   

 


